
うち臨時
交付金
（千円）

1
一戸町物価高騰対策支援給付金
（不足額給付）

税務会計課

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維
持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　 Ｒ６年度住民税均等割非課税世帯2,013世帯×30千円、子ども加算
 84人×20千円（R6完了）、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者
1,904人（43,450千円）　のうちR7計画分
事務費　2,628千円
事務費の内容　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託料　使用料
及び賃借料　人件費　として支出]
④ 低所得世帯等の給付対象世帯数（2,013世帯）（R6完了）、定額減税を補足する
給付（うち不足額給付）の対象者数（1,904人）

Ⅰ．物価高から国民生
活を守る

R6.12 R8.3.31 35,088 31,913

給付金：34,370千円
需要費：251千円
役務費：197千円
委託料：270千円

①対象世帯：定額減税不足額給付金　　
1,044件、給付金総額34,370千円
②対象者に遅滞なく給付を行った。

一部R6分を充当

5
世界遺産登録５周年記念　いちの
へ暮らし応援！物価高騰対策商
品券発行事業

商工観光課

①物価高騰の影響を受ける生活者を支援するため、全町民に対して、町内で利用
可能な商品券を一人当たり１万円分配布する。
②商品券の給付費及び事務費
【給付費】商工会補助金103,140千円
【事務費】合計12,000千円（内訳：商工会補助金5,000千円、梱包配送委託料4,000
千円、印刷製本費3,000千円）
③【給付費】R7.12.1現在の人口10,314人×10,000円＝103,140千円
　総事業費費115,140千円のうち給付費103,140千円及び事務費3,350千円に交付
金を充当、残（事務費）8,650千円は一般財源
④町民（参考：R7.12.1現在10,314人、5,322世帯）

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.1 R9.3.31 115,140 109,665
【計画額】
給付金：103,140千円
事務費：12,000千円

R８へ繰越

6 町内温泉施設経営支援助成金 商工観光課

①燃料費高騰分の価格転嫁が困難な温泉を経営する事業者を支援する。
②町内温泉事業者への支援
③温泉利用者１名につき200円を支援（対象者数20,000人）
総事業費4,000千円のうち90％の3,600千円に交付金を充当、残400千円は一般財
源
④町内３温泉（奥中山高原温泉・来田温泉・宮田温泉）

米国関税措置 R7.7 R8.3.31 4,000 4,000 補助金：4,000千円

①申請者３者、補助金総額4,000千円
②燃料費高騰分の価格転嫁が困難な町内
の温泉事業者への経営支援として良好
だった。

7
エネルギー価格高騰対策設備等
導入支援事業

商工観光課

①電気料金等の高騰により厳しい経営状況となっている町内事業者の事業継続
を支援するもの
②電気料金の削減のため、建物の断熱材や窓の複層化、省エネ空調設備や電気
のＬＥＤ化に係る経費の1/3（１事業者あたりの上限1,000千円）を補助する
③２事業者×上限1,000千円＝2,000千円
総事業費2,000千円のうち90％の1,800千円に交付金を充当、残200千円は一般財
源
④従業員数５人以上の事業者

米国関税措置 R7.7 R8.3.31 1,985 1,985 補助金：1,985千円

①申請者２者、補助金総額1,985千円
②エネルギー高騰の影響を受けている町
内事業者の設備導入支援として良好だっ
た。

8 学校給食費保護者負担軽減事業 学校教育課

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響受けた生活者支援として、給食費
の減免を行うことにより、小中学生の保護者負担の軽減等を図るもの。
②歳入の減
③学校給食収入減分（現年度9月以降分）3,080千円
　小学生　　337人×110食×50円＝1,853,500円
　中学生　　223人×110食×50円＝1,226,500円
　※教職員は除く
総事業費3,080千円のうち約91％の2,805千円に交付金を充当、残275千円は一般
財源
④町内小中学生の保護者

米国関税措置 R7.9 R8.3.31 2,430 2,220
諸収入：△3,080千円
減額分に交付金を充
当

①給食実績（９月から３月末まで）
　　小学校　34,611食
　　中学校　23,805食
　　合　計　 58,416食
　　 軽減額　58,416食×50円＝2,920,800円
②交付金事業により給食費の減免を行い、
小中学生の保護者負担の軽減等を図るこ
とができた。

9
中学校給食費保護者負担軽減事
業

学校教育課

①物価高騰の影響受けた生活者支援として、給食費の減免を行うことにより、中
学生の保護者負担の軽減等を図る。
令和８年度の国の施策「給食費負担軽減交付金」により全額減免した小学生の給
食費に準じて、町立中学校生徒の給食費も全額を減免する。
②学校給食費（中学校）の減免に係る費用
　賄材料費へ充当
③実減免見込額：222人×274円×188食＝11,435,664円
　うち町施策減免（牛乳代）を除く、物価高騰支援分
　　 222人×218円×188食＝9,098,448円（実施計画提出当時232人：9,508千円）
　　※教職員は除く
④町立中学校生徒の保護者

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.4 R9.3.31 11,435 9,508

諸収入：△11,435千円
減額分のうち物価高騰
支援分に交付金を充
当

Ｒ８から減免開始

10
タクシー事業者運行支援対策交
付金事業

政策企画課

①タクシー事業者へ対して、燃料費をはじめとした物価高騰の影響を緩和し、公共
交通の安全・安定した運行を維持する。
②タクシー事業者への補助
　補助金900千円
③R7年度上半期分　車両20台×45千円×2/3＝600千円
   R7年度下半期分　車両20台×45千円×1/3＝300千円　
④㈱一戸タクシー5台、㈲一戸観光タクシー6台、㈲丸由タクシー5台、㈲中山タク
シー4台

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.1 R8.3.31 900 900 補助金：900千円

①対象者４者20台、補助金総額900千円
②燃料費をはじめとした物価高騰により大
きな負担が生じているタクシー事業者の事
業継続の支援と、安全かつ安定した運行の
維持・確保を実施できた。

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当事業　　［令和７年度終了時点］
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11
福祉事業所等物価高騰対策支援
金事業

福祉課

①エネルギー価格等の高騰の影響を受けている町内の介護保険サービス事業所
や障がい福祉サービス事業所を対象に緊急支援金を支給し事業の安定的かつ継
続的なサービスの支援を行う。
②福祉事業所等への支援金
　補助金6,330千円
③介護・障がい福祉サービス等を提供する事業所（町内）１箇所につき190千円。
ただし、複数事業所を運営する法人でその合計が810千円を超える場合は810千
円とする。
　上限該当法人：810千円×５法人＝4,050千円
　上限該当以外：190千円×12事業所＝2,280千円
④介護保険サービス、障害福祉サービス

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.1 R8.3.31 6,520 6,520 補助金：6,520千円

①対象10法人、48事業、支援金総額6,520
千円
②光熱費や食料品費など物価高騰の影響
を受けている町内の介護保険サービス事
業所等について、安定的なサービスの提供
が継続された。

12
医療施設等物価高騰対策支援金
事業

健康子ども課

①物価高騰の影響を受けている医療施設に支援金を支給し事業の安定的かつ継
続的なサービスの支援を行う。
②医療施設等への支援金
　補助金1,339千円
③医院及び歯科　１者当たり115千円×9者
　薬局及び整骨院　１者当たり38千円×8者
④町内の医療施設等事業者（医院4者、歯科5者、薬局5者及び整骨院3者）

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.1 R8.3.31 1,109 995 補助金：1,109千円

①対象15者（医院・歯科7者、薬局・整骨院
8者）
②物価高騰の影響を受けている町内の医
療施設について、安定的な医療の提供が
継続された。

13
運輸事業者運行支援緊急対策事
業

商工観光課

①エネルギー価格高騰の影響を受けている町内貨物自動車運送事業者の経営を
継続を支援し、地域経済の維持を図る。
②貨物自動車１台当たり16,000円を補助
　補助金1,760千円
③貨物自動車１台当たり16,000円×110両＝1,760千円
　総事業費1,760千円のうち90台分1,440千円に交付金を充当、残320千円は一般
財源
④町内の貨物自動車運送事業者

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.4 R9.3.31 1,760 1,440 補助金：1,760千円 R８へ繰越

14
エネルギー価格高騰対策設備等
導入支援事業

商工観光課

①電気料金等の高騰により厳しい経営状況となっている町内事業者の事業継続
を支援する。
②電気料金の削減のため、建物の断熱材や窓の複層化、省エネ空調設備や電気
のＬＥＤ化に係る経費の1/3（１事業者あたりの上限1,000千円）を補助
　補助金5,000千円
③上限1,000千円×５事業者＝5,000千円
　総事業費5,000千円のうち２件分2,000千円に交付金を充当、残3,000千円は一般
財源
④従業員数５人以上の事業者

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.4 R9.3.31 5,000 2,000 補助金：5,000千円 R８へ繰越

15
教育旅行受入施設支援金給付事
業

商工観光課

①物価高騰等による価格転嫁が困難な教育旅行の受入に伴う負担を軽減するた
め、教育旅行受入施設支援緊急対策給付金を支給する。
②１人１泊当たり1,000円を補助
　補助金300千円
③教育旅行受入見込300人×１人１泊当たり1,000円＝300千円
④町内で宿泊を伴う教育旅行を受け入れる中小企業者又は個人事業者

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.1 R8.3.31 239 239 補助金：239千円

①対象者１者、対象宿泊者数239人分、補
助金総額239千円
②物価高騰等による価格転嫁が困難な教
育旅行の受け入れに伴う事業者の負担軽
減となる支援として良好だった。

16 農業生産費高等対策事業 農林課

①農業生産費高騰等の影響を受けている園芸、工芸品等品目を生産及び販売し
ている町内生産者が支出した肥料費等の高騰分の一部に対し支援金を交付し営
農継続を支援する。
②令和７年中に支出した農業生産費のうち、肥料費、農薬衛生費及び動力光熱費
の合計額の令和3年から令和７年までの高騰分の１/２補助（下限１万円、上限な
し）
　補助金27,600千円
③高騰分見込55,200千円×1/2＝27,600千円（対象予定110経営体）
　総事業費27,600千円のうち20,000千円に交付金を充当、残7,600千円は一般財
源
④令和８年４月１日時点で町内に住所を有し、令和７年分の農業所得申告をし、継
続して営農する意思のある農業経営体

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.4 R9.3.31 27,600 20,000 補助金：27,600千円 R８へ繰越

17 農業資材高騰対策事業 農林課

①農業生産費高騰等の影響を受けている町内園芸等生産者が購入したマルチ資
材の高騰分の一部に対し支援金を交付し営農継続を支援する。
②令和８年度において農業者が購入した農業用マルチ・農業用生分解マルチの価
格に、４０％（令和３年から令和７年までの価格上昇分）を乗じて算出した額の１/２
補助（下限１千円、上限なし）
　補助金9,300千円
③対象資材購入額見込46,500千円×40％×1/2＝9,300千円（対象予定65経営
体）
　総事業費9,300千円のうち7,000千円に交付金を充当、残2,300千円は一般財源
④町内に住所を有し、令和８年度において農業用マルチ及び農業用生分解マルチ
を購入した農業経営体

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.4 R9.3.31 9,300 7,000 補助金：9,300千円 R８へ繰越

事業計画額

事業計画額

事業計画額

事業計画額
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18
乳用牛・肉用牛飼料費高騰対策
支援金交付事業

農林課

①物価高騰による乳製品消費の減少及び飼料価格高騰の影響を受けている牛飼
養農家等の畜産経営体に対し支援金を交付し経営への影響緩和と営農継続を図
る。
②飼料価格の高騰分の一部を支援金として支給
　補助金42,500千円
③飼養見込頭数8,500頭×１頭当たり支援金単価5千円＝42,500千円（対象予定
者数66農家）
　総事業費42,500千円のうち8,000頭分40,000千円に交付金を充当、残2,500千円
は一般財源
④令和８年2月1日時点で町内に住所を有し、かつ、自ら飼養又は他者へ預託する
牛を所有し、かつ、同時点以降も営農を継続する意思がある牛飼養農家等

Ⅰ．生活の安全保障・物
価高への対応

R8.1 R8.3.31 39,220 39,220 補助金：39,220千円

①対象者62者、対象頭数7,844頭、補助金
総額39,220千円
②飼料価格の高騰分の一部を支援金とし
て支給することにより、物価高騰による乳
製品消費の減少及び飼料価格高騰の影響
を受けている牛飼養農家等の畜産経営体
の経営への影響緩和と営農継続につな
がったものと評価する。

261,726 237,605計


